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首
長
と
議
員
は
緊
張
関
係
を
保
て
！

統
合
庁
舎
の
位
置
は
先
送
り
す
る
の
か

田
村
　
ひ
ろ
ゆ
き
（
無
所
属
③
）

市
長
と
議
会
が
並
立
す
る
二
元
代
表
制

議
員
選
挙
で
市
長
推
薦
は
あ
り
え
な
い

森
　
て
る
お
（
無
所
属
①
）

危
機
的
状
況
！
西
東
京
市
財
政
の
崖
は

丸
山
市
政
６
年
間
の
つ
け
に
過
ぎ
な
い

納
田
　
さ
お
り
（
無
所
属
②
）

西
東
京
市
財
政
の
危
機

質
問　
平
成
31
年
度
予
算
の
財

政
調
整
基
金
繰
入
金
が
過
去
最

少
と
な
っ
た
こ
と
が
成
果
と
し

て
強
調
さ
れ
て
い
る
。
丸
山
市

政
が
６
年
間
、
中
長
期
的
財
政

運
営
の
安
定
よ
り
も
単
年
度
の

政
治
成
果
に
重
き
を
置
い
て
基

金
依
存
の
予
算
編
成
を
繰
り
返

し
て
き
た
。
財
政
調
整
基
金
に

依
存
で
き
な
い
レ
ベ
ル
に
ま
で

達
し
た
状
況
は
深
刻
だ
。

答
弁　
今
後
行
政
需
要
は
増
加

し
、
安
定
的
で
自
立
的
な
財
政

運
営
を
目
指
す
が
、
基
金
を
回

復
で
き
ず
厳
し
い
状
況
だ
。

児
童
虐
待
根
絶
に
向
け
て

質
問　
子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
強
化
の
取
り
組
み
状
況
は
。

答
弁　
緊
急
性
の
判
断
能
力
や

支
援
の
質
の
向
上
に
努
め
る
。

田
無
駅
南
口
ま
ち
づ
く
り
を
阻

害
す
る
図
書
館
・
公
民
館
の
場

当
た
り
的
な
耐
震
化

質
問　
二
元
代
表
制
に
つ
い
て

市
長
の
認
識
を
問
う
。
市
長
は

13
人
の
議
員
を
推
薦
さ
れ
た
。

ど
の
よ
う
な
考
え
だ
っ
た
の
か
。

答
弁　
議
員
と
首
長
が
そ
れ
ぞ

れ
選
挙
で
選
ば
れ
、
抑
制
と
均

衡
の
あ
る
関
係
を
築
き
建
設
的

な
議
論
を
進
め
る
こ
と
で
あ
る
。

13
人
の
推
薦
は
政
治
活
動
の
範

囲
の
中
で
出
し
た
も
の
。

質
問　
推
薦
し
た
意
図
が
わ
か

ら
な
い
。
市
長
は
議
員
を
囲
い

込
む
つ
も
り
か
。
囲
い
込
ま
れ

る
か
ど
う
か
は
別
の
話
だ
が
、

市
長
が
議
員
を
取
り
込
も
う
と

し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

答
弁　
政
治
家
と
し
て
の
政
治

活
動
の
範
囲
だ
。

意
見　
二
元
代
表
制
か
ら
す
れ

ば
お
か
し
な
こ
と
だ
。
議
院
内

閣
制
で
は
国
会
の
多
数
勢
力
が

政
府
を
つ
く
る
。
政
府
は
与
党

の
政
策
を
実
現
す
る
組
織
だ
。

し
か
し
、
二
元
代
表
制
で
の
地

市
長
の
政
治
姿
勢
を
問
う

質
問　

平
成
30
年
12
月
の
市
議

会
議
員
選
挙
で
市
長
は
特
定
の

候
補
者
を
推
薦
し
た
。
首
長
と

議
員
の
緊
張
関
係
を
保
て
る
の

か
。

答
弁　
引
き
続
き
議
会
の
皆
様

と
の
緊
張
感
の
中
に
も
信
頼
関

係
を
築
き
な
が
ら
、
市
民
の
た

め
の
市
政
を
前
に
進
め
る
。

投
票
率
向
上
へ
の
取
り
組
み

質
問　
期
日
前
投
票
の
時
間
延

長
な
ど
柔
軟
な
対
応
を
。

答
弁　
で
き
る
こ
と
は
な
る
べ

く
や
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
選
挙
管
理
委
員
会
に
お

い
て
検
討
す
る
。

庁
舎
統
合
に
つ
い
て

質
問　
ま
ち
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ

イ
ン
を
決
め
る
に
は
庁
舎
の
位

置
が
重
要
。
市
長
の
任
期
は
残

り
２
年
。
先
送
り
す
る
の
か
。

答
弁　
市
中
心
エ
リ
ア
で
の
統

合
の
可
能
性
を
検
討
し
、
２
０

「
地
域
情
報
化
計
画
策
定
審
議

会
条
例
を
廃
止
す
る
条
例
」

【
説
明
】
従
来
の
５
カ
年
計
画

で
は
急
速
に
展
開
す
る
情
報
化

技
術
等
へ
の
対
応
が
難
し
い
た

め
、
第
２
次
総
合
計
画
・
後
期

基
本
計
画
に
お
い
て
多
様
な
情

報
発
信
や
電
子
化
の
推
進
を
位

置
づ
け
、
そ
れ
ら
を
具
現
化
す

る
地
域
情
報
化
推
進
方
針
を
策

定
す
る
こ
と
か
ら
、
地
域
情
報

化
計
画
策
定
審
議
会
条
例
を
廃

止
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
地
域
情
報
化
計
画
策
定
の

法
的
根
拠
、
多
摩
26
市
の
計
画

の
状
況
は
。

答　
計
画
の
法
的
根
拠
に
つ
い

て
は
、
任
意
の
計
画
で
あ
る
。

平
成
30
年
１
月
に
多
摩
29
市
町

村
に
調
査
を
行
い
、
20
市
町
村

で
計
画
や
方
針
を
策
定
し
て
い

る
。
た
だ
し
、
本
市
の
よ
う
に

施
策
目
標
や
指
標
ま
で
設
定
し

て
い
る
団
体
は
少
な
く
、
本
市

同
様
、
急
速
な
情
報
化
社
会
の

進
展
に
対
応
で
き
て
い
な
い
と

認
識
し
て
い
る
団
体
が
多
い
。

問　
地
域
情
報
化
計
画
廃
止
の

背
景
は
。

答　
地
域
情
報
化
推
進
事
業
に

つ
い
て
、
具
体
的
に
は
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
制
度
の
導
入
、
Ｗ
ｉ̶

Ｆ
ｉ
環
境
の
整
備
、
オ
ー
プ
ン

デ
ー
タ
の
推
進
な
ど
法
的
な
施

策
等
も
含
め
て
推
進
が
図
ら
れ

て
き
た
が
、
現
行
計
画
に
は
そ

の
辺
の
記
述
が
な
か
っ
た
点
が

１
つ
の
背
景
で
あ
る
。

問　
計
画
に
よ
ら
な
い
進
行
管

理
と
い
う
こ
と
で
、
第
三
者
機

関
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
な
検

討
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答　
地
域
情
報
化
の
推
進
に
つ

い
て
は
、
庁
内
組
織
で
あ
る
情

報
化
推
進
本
部
で
各
部
署
と
の

庁
内
整
合
を
図
り
、
検
証
し
て

い
く
。
ま
た
、
専
門
家
と
し
て

情
報
政
策
専
門
員
を
雇
用
し
て
、

方
針
策
定
の
監
修
、
ご
意
見
を

い
た
だ
き
推
進
し
て
い
く
。

問　
第
３
期
の
施
策
目
標
ま
で

つ
く
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
こ

と
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
は
、

大
き
な
決
断
で
あ
る
。
次
の
展

開
、
ス
テ
ッ
プ
に
ど
う
生
か
す

の
か
。

答　
地
域
情
報
化
計
画
は
、
施

策
の
各
事
業
が
固
定
化
さ
れ
て

い
る
と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
。

新
た
に
総
合
計
画
で
情
報
化
の

施
策
を
多
く
取
り
上
げ
て
お
り
、

実
施
計
画
で
新
た
な
取
り
組
み

に
つ
い
て
機
動
的
に
取
り
扱
う

こ
と
で
、
急
速
に
進
展
す
る
情

報
化
社
会
に
対
応
し
た
施
策
の

推
進
が
図
れ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
結
果
】
賛
成
多
数
で
可
決

「
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
」

【
説
明
】
国
民
健
康
保
険
運
営

協
議
会
で
審
議
さ
れ
た
保
険
料

賦
課
限
度
額
の
改
定
と
被
保
険

者
均
等
割
額
の
軽
減
対
象
と
な

る
所
得
基
準
の
変
更
に
伴
い
、

改
正
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
国
保
運
営
協
議
会
の
答
申

に
、
い
ず
れ
は
国
の
政
令
改
正

に
合
わ
せ
た
賦
課
限
度
額
61
万

円
へ
改
正
を
目
指
す
と
あ
る
が
。

答　
国
保
運
営
協
議
会
に
諮
り
、

今
後
の
被
保
険
者
へ
与
え
る
影

響
等
を
踏
ま
え
た
上
で
政
令
の

賦
課
限
度
額
に
合
わ
せ
て
い
き

た
い
。

問  

基
礎
賦
課
額
が
変
更
に
な

る
世
帯
数
は
。

答　

１
人
世
帯
は
154
世
帯
、
２

人
世
帯
は
174
世
帯
、
３
人
世
帯

は
134
世
帯
、
４
人
世
帯
は
93
世

帯
、
５
人
世
帯
は
37
世
帯
、
６

人
世
帯
は
９
世
帯
で
あ
る
。

問　
限
度
額
の
引
き
上
げ
と
軽

減
の
拡
大
で
、
保
険
料
収
入
は

ど
う
な
る
の
か
。

答　
今
回
の
改
定
で
限
度
額
は

約
１
千
800
万
円
の
増
を
見
込
ん

で
い
る
。
軽
減
の
拡
充
は
、
合

わ
せ
て
約
258
万
円
の
減
と
試
算

し
て
い
る
。

問　
財
政
健
全
化
計
画
は
い
つ

ご
ろ
出
る
の
か
。

答　
平
成
31
年
度
に
運
営
協
議

会
に
諮
問
し
、
秋
口
か
ら
の
審

議
を
検
討
し
て
い
る
。

問　
財
政
健
全
化
計
画
の
他
市

の
作
成
状
況
と
、
本
市
が
平
成

31
年
度
策
定
と
な
る
根
拠
は
。

答　
平
成
29
年
度
策
定
が
８
市
、

平
成
30
年
度
策
定
予
定
が
10
市
、

平
成
31
年
度
以
降
に
策
定
予
定

の
市
が
本
市
を
含
め
８
市
で
あ

る
。
運
営
協
議
会
の
中
で
、
広

域
化
の
決
算
を
踏
ま
え
た
。
よ

り
精
緻
な
数
値
に
基
づ
い
て
策

定
す
る
こ
と
が
よ
い
と
の
意
見

が
あ
り
、
平
成
31
年
度
に
検
討

す
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

「
空
き
家
等
の
対
策
の
推
進
に

関
す
る
条
例
」

【
説
明
】
空
家
等
対
策
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基
づ

き
、
平
成
30
年
度
に
立
ち
上
げ

た
西
東
京
市
空
き
家
等
対
策
協

議
会
準
備
会
及
び
庁
内
の
検
討

委
員
会
で
検
討
・
協
議
し
、
市

企
画
総
務
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会

建
設
環
境
委
員
会

委
員
会
の
審
査
か
ら

議
案
や
皆
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ
た
請
願
・
陳
情
は
、

原
則
と
し
て
所
管
の
常
任
委
員
会
等
で
審
査
を
行
い
ま

す
。
こ
こ
で
は
、
第
１
回
定
例
会
に
お
け
る
各
委
員
会

で
の
主
な
審
査
内
容
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

内
に
あ
る
空
き
家
等
の
適
切
な

管
理
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を

定
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
】

問　
平
成
29
年
度
の
空
き
家
対

策
実
態
調
査
で
管
理
不
全
空
き

家
は
何
件
だ
っ
た
か
。
ま
た
最

新
の
件
数
は
。

答　
14
件
だ
っ
た
。
最
新
の
数

は
変
化
し
て
い
な
い
。

問　
14
件
の
管
理
不
全
空
き
家

が
危
険
な
状
況
だ
。
１
年
間
で

１
件
終
わ
ら
な
か
っ
た
が
解
決

策
は
あ
る
の
か
。

答　
本
条
例
の
施
行
後
は
、
順

を
追
っ
て
特
定
空
き
家
の
認
定

か
ら
勧
告
、
命
令
、
代
執
行
と

い
っ
た
流
れ
で
進
め
ら
れ
る
。

問　
第
17
条
の
緊
急
安
全
措
置

は
ど
の
程
度
ま
で
を
想
定
さ
れ

て
い
る
の
か
。

答　
市
職
員
が
手
作
業
で
で
き

る
範
囲
を
想
定
。
建
物
の
形
状

が
変
わ
る
よ
う
な
措
置
は
代
執

行
に
当
た
る
こ
と
も
あ
る
。

問　
協
議
会
の
委
員
数
・
開
催

頻
度
は
。

答　
協
議
会
は
準
備
会
の
委
員

の
ほ
か
、
弁
護
士
と
民
生
委
員

各
１
人
、
計
14
人
に
な
る
。
平

成
31
年
度
は
年
間
５
回
を
予
定

し
て
い
る
。

問　
空
き
家
利
活
用
に
関
し
て

具
体
的
に
は
ど
う
い
っ
た
方
法
、

考
え
で
進
め
て
い
く
の
か
。

答　
平
成
31
年
度
に
策
定
予
定

の
空
き
家
等
対
策
計
画
の
中
で

位
置
づ
け
を
考
え
て
い
る
。

問　
第
11
条
の
特
定
空
き
家
等

の
認
定
に
つ
い
て
、
特
定
す
る

考
え
方
や
基
準
は
。

答　
協
議
会
に
諮
問
し
た
上
で
、

国
が
定
め
る
「
特
定
空
家
等
に

対
す
る
措
置
に
関
す
る
適
切
な

実
施
を
図
る
た
め
に
必
要
な
指

針
（
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
」
が
あ

り
、
こ
の
判
断
基
準
に
照
ら
し

合
わ
せ
て
市
長
が
認
定
す
る
。

【
結
果
】
賛
成
全
員
で
可
決

２
３
年
度
ま
で
に
決
定
し
た
い
。

市
民
参
加
手
続
に
つ
い
て

質
問　
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト

や
市
民
説
明
会
が
形
式
的
な
ア

リ
バ
イ
づ
く
り
に
な
っ
て
い
な

い
か
。
市
民
の
声
で
計
画
を
変

更
す
る
と
い
う
思
い
を
持
っ
て

い
る
の
か
。

答
弁　
市
民
の
多
様
な
ご
意
見

・
ご
要
望
を
真
摯
に
受
け
と
め
、

施
策
へ
の
反
映
に
努
め
る
。

そ
の
他
質
問
等

◇
危
険
な
踏
切
へ
の
対
策
は
。

◇
喫
煙
率
を
下
げ
る
た
め
の
取

り
組
み
は
。
禁
煙
外
来
へ
の
助

成
の
検
討
を
求
め
る
。

質
問　
市
で
最
も
稼
ぐ
ま
ち
に

成
長
す
る
可
能
性
を
持
つ
田
無

駅
南
口
。
人
が
集
い
活
動
す
る

図
書
館
・
公
民
館
を
耐
震
化
で

17
年
間
古
い
ま
ま
、
狭
い
ま
ま

放
置
す
る
案
に
大
反
対
だ
。
耐

震
化
工
事
実
施
の
２
０
２
１
年

に
は
市
民
会
館
も
な
く
な
る
。

田
無
駅
周
辺
の
市
民
活
動
施
設

が
圧
倒
的
に
少
な
く
な
る
状
況

を
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

答
弁　
中
央
図
書
館
・
田
無
公

民
館
の
耐
震
化
は
既
存
施
設
の

有
効
活
用
の
視
点
に
立
ち
行
う
。

意
見　
利
用
者
が
困
る
事
に
何

の
答
え
に
も
な
っ
て
い
な
い
。

方
政
府
と
議
会
の
あ
り
方
は
違

う
。
厳
密
に
分
け
る
べ
き
だ
。

質
問　
市
長
の
思
う
健
康
と
は
。

答
弁　
健
康
は
住
民
の
基
本
的

権
利
。
健
康
で
あ
る
こ
と
、
健

康
に
な
る
こ
と
を
応
援
で
き
る

ま
ち
で
あ
り
た
い
。

質
問　
全
施
策
を
健
康
と
い
う

視
点
で
点
検
す
る
べ
き
だ
。
維

持
管
理
費
が
不
要
な
市
有
地
の

売
却
は
有
効
活
用
で
は
な
い
。

答
弁　
今
後
の
施
設
設
備
の
た

め
の
財
源
に
す
る
。

意
見　
健
康
増
進
の
た
め
に
利

用
し
て
い
る
市
民
が
い
る
。
売

ら
ず
に
維
持
し
有
効
活
用
せ
よ
。

一般質問、委員会の審査から

第83号 （７）

西東京市


